
    

報告第７号 

 

株式会社忠類振興公社に係る令和３年度決算に関する書類の 

提出について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定により、株式

会社忠類振興公社に係る令和３年度決算に関する書類を別添のとおり提出す

る。 

  



    

 














































